
 

※１ 「住民税課税所得」（「課税標準」と呼ばれることもあります。）とは、市で賦課され

ている住民税の算出基礎となる所得を指しています。 

・所得金額から、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの 

所得控除を差し引いた後の金額となります。 

・総合課税所とのほか、分離課税所得も含まれます。 

※２ 前年の１２月３１日時点で世帯主であった方については、一定額を控除した金額で 

判定します。 

※３ 世帯内に、昭和２０年１月２日以降生まれの被保険者がおられ、かつ、その方を含む

同一世帯の全被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が２１０万円以下で

あるときは、自己負担割合は「１割」です。 

※４ 収入額とは、前年中に得られた、必要経費および各種控除額を引く前の金額をいいま

す。 


